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Ⅰ 序論 

 

１．策定に当たって 
 

今治市、朝倉村、玉川町、波方町、大西町、菊間町、吉海町、宮窪町、伯方町、上浦

町、大三島町及び関前村（以下「 1 2 市町村」という）は、中世以降瀬戸内の交通の要衝

として栄えるなど、歴史的・文化的な共有性を有するとともに、瀬戸内しまなみ海道を

はじめとした交通網の整備により、生活圏域としての一体感はますます強固になってい

ます。さらに、共通の地域課題に対処するため必要に応じた広域行政組織を有しており、

各種の協議会や連絡会の活用など、行政運営の面でも強い結びつきがあります。 

 

しかし、近年における住民の価値観の多様化とともに、住民ニーズも複雑かつ高度化

するなど、市町村を取りまく環境は大きく変化し、国においても住民に身近な問題は、

自治体が自らの創意工夫と自己責任のもとに実施することが望ましいという方針から、

地方分権を推進しており、これに伴う行財政健全化対策として市町村合併という手法が

現実味を帯びてきました。 

 

こうした中、愛媛県においても平成 13 年 2 月に「愛媛県市町村合併推進要綱」が示さ

れ、当今治圏域の各市町村においても市町村合併に対する検討が始まり、平成 1 4 年 8

月には 12 市町村による任意合併協議会が発足し、同年 11 月には法定合併協議会への移

行を経て、新市のまちづくりの基本方針である「新市将来構想」を策定しました。 

 

「新市建設計画」は、その将来像の実現に向けて、根幹となる具体的な事業などを提

示するとともに、新市において施策を着実に展開していくことにより、新市の一体性の

速やかな確立と均衡ある発展を図り、さらに地域住民福祉の向上をめざすための指針と

しての役割を担うものです。 

 



 2 

 
２．合併の必要性 

 

（１）住民の日常生活圏の一体化と住民ニーズの高度化 

新市の地域は、古くから歴史的な結びつきがあり、今治を中心に道路、鉄道、航路網

が発達しています。また、通勤・通学、通院、買い物などの日常的な往来も活発であり、

しまなみ海道の開通など交通網の発達により、生活圏の結びつきは一層深まっています。 

こうした生活圏の拡大と、今日の住民ニーズの高度化に応えるためには、交通体系の

整備や都市計画の推進などにおいて、より広い観点からの政策課題に取り組むことが必

要となっています。 

 

 

（２）地方分権の進展と行政能力向上の必要性 

市町村は住民に対し最も身近な自治体として、複雑かつ多様化する住民の行政ニーズ

に的確に応えていくため、専門的で質の高いサービスの効率的な提供が望まれています。  

また、市町村の行うべき行政事務は、地方分権に伴い各種権限委譲とともに増大しつつ

あります。 

このような中、これからの行政運営に求められることは、自ら政策を立案し決定する

とともに、より責任ある行政サービスが必要となってきています。 

 

（３）少子高齢社会や環境問題への対応 

本格的な少子・高齢社会を迎え、総合的な少子化対策や、医療・保健・介護保険など

の行政需要は今後も増大していくと思われます。ますます増えることが予想される高齢

者の福祉・保健・医療や地球温暖化などの環境問題に対応するため、スケールメリット

（規模の利益）を活かした、人員の確保、専門家の育成は急務であり、きめ細かいサー

ビスを提供していくための組織強化が求められています。 

 

（４）行財政の効率化 

限りある財源を有効に活用し効率的な行政を推進していくためには、行政事務を共通

化するとともに、各地に分散する施設の共同利用など、効果的な施策の展開と行政運営

体制を整える必要があります。 

また義務的経費や経常経費の節減に努め、健全な財政運営を維持することが求められ

ています。 
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３．策定の方針 
 

（１）趣旨 

本計画は、1 2 市町村の合併後のまちづくりを、総合的かつ効果的に進めることを目的

とし、1 2 市町村の一体性の速やかな確立と住民福祉の向上を図るとともに、新市の均衡

ある発展に資するため策定するものとします。 

 

（２）計画の構成 

本計画は、 

① 「新市将来構想」に基づく新市建設計画のための基本方針 

② その基本方針を実現するための新市の根幹となるべき主要事業に関する事項 

③ 公共的施設の適正な配置及び統合整備に関する事項 

④ 新市のまちづくり事業等を反映した財政計画 

を中心として構成します。 

 

（３）計画の期間 

本計画における基本方針、主要施策、公共的施設の統合整備及び財政計画は平成 1 7

年度から平成 26 年度までの 10 年間とします。 
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Ⅱ 新市の概況 

 

１．位置と地勢 
新市は愛媛県の北東部に位置し、瀬戸内海のほぼ中央部に突出した高縄半島の東半分

を占める陸地部と、世界有数の多島美を誇る瀬戸内海に浮かぶ大小の島々で形成された

島しょ部からなり、緑豊かな山間地域を背景に、平野部から青い海原まで、変化に富ん

だ地勢となっています。 

 

位置関係   

 

 
 

２．自然条件 
瀬戸内海気候区に属し、年平均気温 15～1 6 度、平均降雨量 9 0 0～1 ,300ｍｍ程度の温暖

寡雨な気候です。 

日本三大急潮のひとつとして知られる来島海峡や、緑豊かな高縄山系など、各地に国

立公園や県立自然公園の区域を有し、豊かな自然環境に包まれています。 

 

３．面積 
新市は東西 2 5 k m、南北 45 km にわたり、その面積 4 1 9 . 5 7ｋ㎡のうち、田畑 2 4％、宅

地 7％、山林 33％、その他 36％の土地利用構成となっています。 
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４．人口・世帯数 
人口は、過疎化少子化の進展により、近年微減傾向が続き、平成 12 年には 180,627 人

となっています。反面、世帯数は増加しており、平成 1 2 年には 6 8 , 6 2 6 世帯となり、核

家族化（特に独居老人世帯）の傾向が顕著となっています。 

 

 

人口・世帯数の推移

61,800 63,418
64,781

68,62666,692

197,818 197,774 191,504 185,435 180,627

0

50,000
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0

25,000

50,000

75,000

100,000

（世帯）
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生産年齢
人口

年少人口

世帯数
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資料：国勢調査 総人口には年齢不詳を含む
 

 

就業人口は全体として減少し、平成 12 年には 84,721 人となっています。産業別では、

第一次産業の減少が最も顕著で、第二次産業は平成 2 年以降減少しています。一方、第

三次産業は増加の傾向にあります。 

土地利用状況
田畑
23.8%

宅地
7.4%

山林
33.0%

その他
35.8%

資料：愛媛県統計年鑑（平成13年版）
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産業別就業者数の推移
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Ⅲ 主要指標の見通し 
 

主要施策の展開や成長性の高い産業の誘致、起業の支援などにより、平成 27 年には人

口 2 0 0 , 0 0 0 人の瀬戸内の中核的な都市をめざし、魅力ある地域づくりに計画的に取り組

みます。 

年齢別人口では、今後とも高齢者人口の増加が続くと見通されるとともに、新市にお

ける少子化対策や住宅、雇用対策の展開を図り若者の定着を促進することによって、6 4

歳以下の年少人口、生産年齢人口の増加も見込まれると予想されます。また、高齢化率

の急激な上昇も抑制できると見込まれます。 

 

  

 

人口・世帯数の見通し

66,692 71,200 76,800 84,000

180,627

178,000

200,000

185,000185,435
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人口・世帯数等の見通し (人、世帯）

平成7年 12 17 22 27

総人口 185,435 180,627 178,000 185,000 200,000
（平成12年＝100） － 100.0 98.5 102.4 110.7
年 少 人 口 28,887 25,068 23,000 23,700 25,600
（15歳未満） 15.6% 13.9% 12.9% 12.8% 12.8%

生 産 年 齢 人 口 119,982 114,626 111,400 114,300 123,400
（15～64歳） 64.7% 63.4% 62.6% 61.8% 61.7%

老 年 人 口 36,564 40,931 43,600 47,000 51,000
（65歳以上） 19.7% 22.7% 24.5% 25.4% 25.5%

世帯数 66,692 68,626 71,200 76,800 84,000
（一世帯当たり人口） 2.78 2.63 2.50 2.41 2.38
就業者数 90,254 84,721 89,000 94,350 103,000
（ 就 業 者 率 ） 48.7% 46.9% 50.0% 51.0% 51.5%

総人口には「年齢不詳」が含まれる
国勢調査ベース

年
齢
階
層
別
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Ⅳ 新市建設の基本方針 
 

１．基本理念 
 

新市のまちづくりは次の３点を基本理念とします。 

 

●若者や人口が定着するような活力のあるまちづくり 

地域が自立し、発展していくためには、産業の振興が欠かせません。成長力ある産業

の存在は、就労機会を拡大させ、若者の定着を促し、まちに新鮮な力をもたらします。

地域産業の育成や都市基盤を整備することにより新たな産業を呼び込み、地域の特性に

応じた居住環境を整えていくことによって、豊かさをみんなが共有し、躍動感あふれた

活力あるまちをめざします。 

 

●高齢者や障害者をはじめ、すべての市民が安心して心豊かに暮らせるまちづくり 

人が生活していくうえで最も大切なことは、そこで暮らすだれもが、どのような環境

においても、地域社会の一員として尊重され、健康で安全な生活を営めるとともに、自

らを高めていくための機会に恵まれることです。防災対策に取り組み、自然と調和した

循環型の生活環境、保健・医療環境や、教育・学習環境の充実により、安心して心豊か

に暮らせるまちをめざします。 

 

●多くの人が訪れる魅力あるまちづくり 

2 1 世紀は新たな感動を求め、地球規模で人が動く「大交流時代」といわれています。

本地域は風光明媚な海・山の自然、伝統ある歴史・文化や世界に誇れる瀬戸内しまなみ

海道などの恵まれた地域資源を有しています。このようなすばらしい新市の姿を私たち

自身が再発見し、さらに磨きをかけ、情報発信していくことにより、多くの人の来訪を

促し、訪れた人たちとともに感動を分かち合えるような魅力あるまちをめざします。 
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２．将来像 
 

今治市及び越智郡 11 か町村の地域には、多島美を誇る瀬戸内と、緑深い森林や清流な

どの自然、そして古墳群・水軍遺跡・城郭に見られる歴史や、祭り、四国遍路など人々

の営みの中で育まれた、多彩で特色のある「文化」が息づいています。このような自然、

歴史、文化を背景に社会基盤を整備することにより、産業も着実に発展してきました。 

また、瀬戸内の中央に位置し、しまなみ海道の起点という地勢を活かし、新しい時代

に対応した、誇れるまちづくりも進めてきました。 

 

こうした特徴を活かして、新市の将来像を以下のとおり定めます。 

 

  将来像 

私たちの手で創る 
“個性きらめき 感動あふれる 瀬戸のまほろば“  

 

この地域の豊かで落ち着いた海・山の自然は、人々の心に安らぎを与え、また立地を

活かした産業は活力を生み出しています。そのような恵まれた環境のなかで、一人ひと

りが個性、持てる「わざ」を活かし、主役となって、それぞれの地域を大切にしたい。

そして、だれもが健康で心豊かに暮らせるまちをつくりたい―――。この「将来像」に

はそんな意味が込められています。 

「個性」には、都市の個性はもちろん、住民一人ひとり、またそれぞれの地域が個性

的であり続けたいという意思も含まれています。みんながきらめき、輝くことによって、

自ずと地域全体も光輝きます。 

きらめく個性を活かし、「出会い」「交流」を進めていくことにより、人も産業も活性

化した、「感動に満ちあふれた地域」を私たち自身の手で創り、新しいまちが本当に素晴

らしい地域、すぐれた、よい所＝「まほろば」として、繁栄し続けることをめざします。 
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３．基本目標 
 

新市の将来像を実現するため、まちづくりの基本目標を以下のとおりとします。 

 

魅力に満ちたにぎわい交流都市  

 

本地域は、瀬戸内海の中央、交流・交易活動の拠点として発展してきました。交通網

が整備され拠点性が高まるなかで、中四国における交流拠点としての重要性を一段と増

しつつあります。島しょ部や中山間地域などの豊かな自然・風土・文化など、交流のた

めの素材もたくさんあります。交流のなかから、新たな出会いが生まれ、魅力が高まり、

一層、交流が促進されるという好循環が期待できます。 

さらに、高度情報通信社会の進展に伴い、あらゆる交流基盤として高度情報通信ネッ

トワークの形成を図る必要があります。 

また、本地域固有の資源の再発掘と創造、有機的なネットワーク形成のほか、情報発

信基盤・交流施設・商業施設などの整備を進めるとともに、来訪者をあたたかく迎える

「もてなしの心」の醸成により、多様な交流の舞台として、内外から人や企業を引き付

ける魅力に満ちた、「住んでよし」「訪ねてよし」の、にぎわい交流都市をめざします。 

 

自然と暮らしが調和した快適環境都市  

 

人々の関心はゆとりある生活空間・生活環境を求めるとともに、質の高い生活への志

向、自由な選択や生きがい、自己実現を求める傾向へと向かっています。海・山の美し

い自然環境は、私たちに潤いを与えてくれるものとして、かけがえのない財産であるこ

とから、その保全に努めるとともに、市民が接していく機会を広げます。また、安全安

心で自然と調和した快適な生活環境の整備に努めるとともに、環境と共生していくため、

環境負荷の小さい新エネルギーの導入や、限られた資源を循環利用（リサイクル）して

いく「循環型社会」の形成に努めます。 

こうした取組みにより、「職」「住」が接し、自然と暮らしとが調和した、ゆとりとや

すらぎを持って定住しうる、快適で住みよい豊かなまち、他地域からも「住んでみたい」

と思われるまちを築きます。 

 

あたたかな心で支え合う健康・福祉都市   

 

誰もが健康で社会の中で活動し活躍するためには、住民、企業、行政が信頼厚いパー

トナーシップ（協力関係）を築くとともに、住民それぞれが認め合い、あたたかな心で
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協働（注）していくことが求められています。 

そのためには、住民一人ひとりが生涯にわたり健康であることが大切であり、自らの

健康づくりと、地域医療や救急医療などの医療体制の整備・拡充が必要となります。 

また、地域福祉の推進など住民が主体となった活動の育成と支援を充実させるなかで、

地域社会の連携による子育て支援体制や、高齢者・障害者等の自立と社会参加への支援

を行い、少子・高齢社会の進展のなか、全ての住民がともに楽しみ、親しみ、ふれあい

の輪を広げ、ノーマライゼーション（注）の理念を基本とした心の通う健康・福祉都市を

めざします。 

（注）協働           ：互いの理解と信頼関係に立ち、一つの目的に向かっていくこと 
ノーマライゼーション：社会的な不利を持つ人も持たない人も、あるがままの状態で同等の権利を享受できる社会 

 

活力あふれる産業元気都市  

 

本地域の産業には、多様な地場産業や、温暖な気候を活かしたかんきつ・花き・畜産

等の農林業、瀬戸の潮流の恵みを受けた水産業があり、また交通の拠点として商業も栄

えてきました。地域が発展していくためには、技術やデザインの高度化、商品・製品の

高付加価値化による経営基盤強化の支援など、地域の特性を活かした適切な施策が求め

られます。このため、試験研究機関をはじめとした産業支援機能の充実、産業基盤の整

備、市街地や商店街の活性化などを進めます。 

さらに、地域経済を活性化させていくため、エネルギー産業やデザイン系企業など、

新たな産業の導入・育成により、若者の定着に不可欠である魅力的な就労機会・雇用の

場の創出によって、人口の定着を図るとともに、人材の流入を図ります。 

産業界・関係機関・行政と地域が共に連携して、産業を生み出す土壌を育て、まち全

体からバイタリティが湧き起こる、活力あふれる地域づくりをめざします。 

 

 

地域が連携する教育・文化・スポーツ都市 

 

未来を担う子どもたちの育成のため、情報化・国際化に対応した充実した教育環境の

もと、海・山・里の自然の中での生きた学習や、地域の人々とのふれあいにより、一人

ひとりの個性を伸ばし、優しい心とたくましい力を持つ子どもたちを育てます。 

社会教育施設などを活用し、生涯学習や芸術文化活動、スポーツ・レクリエーション

活動へ市民が積極的に参加していくなかで、世代や地域を越えたふれあいが生まれるよ

う、環境の整備を図ります。 

また、本地域にはそれぞれ独自の歴史・伝統文化があり、これらを守っていくととも

に、地域での住民のふれあいや交流の場の拡充に努めるなかで、新しい市民文化の創造

をめざします。 
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４．土地利用構想 
 

新市の地域特性を考え合わせ、７つのゾーンに分け、それぞれの特性に合わせた活性

化策を実施していきます。 

 

①シティコアゾーン 

 新市のコア（核）として、都市型産業集積、商業機能の集積促進によ

り、地域内外から人々の集う「にぎわい空間」を創出するとともに、流

通・業務、試験研究・高等教育機能、住宅、公園などを整備し、広域交

流・地域連携の拠点づくりを図ります。 

②工業・流通ゾーン 

 道路・港湾等の産業基盤の整備を図り、周辺の住宅地・農地との調和、

環境への影響に留意しつつ、流通機能を整備し、製造・流通・業務系の

産業立地を促進します。 
③市街地形成ゾーン 

 緑豊かな環境に配慮しつつ、生活環境の一層の整備を図るとともに、

ハイテク（先端技術）型・内陸型工業などの導入により、活力に満ちた

産業活動と生活・居住環境とが調和した市街地形成を図ります。 

④農住共生ゾーン 

 優良農地の確保と農業生産基盤整備など農業振興との調和を図りな

がら、下水道、福祉介護施設、身近な公園等の整った快適な居住環境づ

くりに努めるとともに、恵まれた立地を活かした宅地の供給などによ

り、定住人口の受け入れを図ります。 

⑤観光レクリエーションゾーン 

 しまなみ海道をはじめ瀬戸内の景観と歴史資源に恵まれた特性を活

かして、散策コース、スポーツ・レクリエーションや体験・保養交流機

能の充実に努めます。 

農漁村における生活環境の一層の向上を図るため、生活排水処理対

策、医療・福祉機能などの整備を促進します。また、Ｉターン、Ｕター

ン者の受け皿づくりを推進します。 

⑥体験型アイランドゾーン 

 自然の中で地域に滞在して農漁業を体験するゾーンを提供するとと

もに、農海産物を活かす施設の導入を検討します。 

生活環境の一層の向上を図るため、広島県島しょ部とも連携し、生活

道路、港湾、生活排水処理対策、がけ崩れ対策など生活環境の一層の充

実を図るとともに、交流人口の受け入れ並びに住民のライフライン（注）

の一つとしての航路の維持に努めます。 
（注）ライフライン：人々の日常生活の維持に必要不可欠な機能・サービスや社会基盤 

⑦森林保養交流ゾーン 

 市街地に近く、恵まれた森林や河川、温泉を活かした散策コースの設

置など、保養・交流機能の充実を図ります。 

山林については、木材をはじめとする林産物の生産林としての活用の

ほか、水源保全林・生態保全林として活用を図ります。 
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Ⅴ 新市の主要施策 

ⅰ 施策体系 
 

新市の将来像の実現に向けて、新市における主要な施策を、次のとおり積極的に展開

します。 

 

 

市民と行政と地域が知恵と力を合わせ協力し、次世代に誇れるまちを創ろう！ 

将来像：わたしたちの手で創る

　　　　　個性きらめき感動あふれる　瀬戸のまほろば

n交通基盤の整備

・しまなみ海道の料金低減

・公共交通機関の拡充整備

・幹線道路網の整備

・港湾整備

n高度情報通信ﾈｯﾄﾜｰｸの
形成

・高度情報通信ネットワークの　　
形成

n交流の受け皿整備

・交流拠点の施設整備

n交流活動の促進

・もてなしの心の醸成

・観光資源の活用と交流活動の
推進

・国際交流の推進

n水資源の確保

・水資源の安定的確保

・水源林の保全整備

n循環型社会形成

・下水道の整備

・省資源・リサイクル活動の充実

・環境衛生の充実

n自然環境との調和

・自然に親しむ空間の整備

・環境教育の推進と場づくり

n災害に強いまちづくり
・防災機能対策の強化

n市街地の整備

・生活道路の整備

・市街地の整備

n宅地・住宅供給

・快適で良好な住宅環境の提供

n新エネルギーの導入

・新エネルギーの導入

n医療体制の拡充

・救急医療体制の整備

・保健医療施設の充実

n生涯健康づくり

・健康教育の充実

・保健検診の充実

n地域福祉の充実

・福祉ボランティアの育成支援

n子育て支援

・子育て支援体制の整備

n高齢者・障害者等の社会

参加促進

・高齢者の社会参加促進

・高齢者・障害者が　安心できる
社会づくり

n高次都市機能の強化

・企業誘致と都市型新産業の　　
創出支援

n農林水産業の振興　　

・生産基盤の整備と振興支援

n商工業・運輸業の振興

・商業の振興

・工業の振興

・運輸・流通業の振興

・産・学・官の連携強化

nエネルギー産業の振興
・エネルギー産業の振興

n観光の振興

・観光産業施策の強化

n産業を担う人材の育成

・人材の育成

・企業間連携の促進

n未来を担う子どもたちの

育成

・子どもが健やかに育つ体制整備

n高等教育機関の整備

・高等教育機関の機能強化と　　
誘致

n生涯学習の振興

・生涯学習推進体制の整備

・生涯学習関連施設の充実

n地域文化の振興

・伝統的文化の保存伝承

・海洋文化遺跡の保全

n新しい市民文化の創造

・市民参加型のイベントや祭りの
充実

・高度な芸術文化に触れる機会
の充実

nｽﾎﾟー ﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝの振興

・ｽﾎ゚ ﾂー･ﾚｸﾘｴー ｼｮﾝ活動の推進

・ｽﾎ゚ ﾂー促進人材組織の育成

基本目標

施策の体系

主要施策

魅力に満ちた

　にぎわい交流都市

自然と暮らしが

調和した

快適環境都市

あたたかな心で

支え合う

健康・福祉都市

活力あふれる

産業元気都市

地域が連携する

教育・文化・スポーツ

都市　　

地域審議会の設置■地域と行政とを繋ぐシステムの確立

行政情報ネットワークの構築■地域情報システムの構築と活用

男女共同参画社会の形成■男女共同参画社会づくり

各種団体との協働■各種団体との協働

地域コミュニティの維持と支援
市民活動支援機能の充実
人権尊重のまちづくり

■市民参加の促進

市民との新たなパートナーシップ形成
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ⅱ 主要施策 
 

１．魅力に満ちたにぎわい交流都市づくり 
 

新市域内外の交流を盛んにし、合併の効果が実感できるまちを創ろう 

 

（１）交通基盤の整備 

地域内外の交流を促進していくため、瀬戸内しまなみ海道の通行料金低減に向けて、

国・本四公団に対し、県・関係市町村と連携した取組みや諸施策を検討し積極的に働き

かけるとともに、幹線道路や港湾など、交通基盤の整備を推進します。 

また、新市域内の交流と市民の生活を支える手段として不可欠な交通を確保していく

ため、旧行政区間や集落を結ぶ幹線道路網の整備やＪＲ予讃線、バス路線、航路の維持

と充実を図ります。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

しまなみ海道の料金低減 
l 瀬戸内しまなみ海道の料金負担低減 

通行料金負担低減に向けた取組みの推進 

公共交通機関の拡充整備 

l バス路線の維持・見直し 

生活バス路線の確保 

公共施設などの状況を反映した見直し 

l ターミナル・駅前広場の整備 

ターミナルや駅前広場などの改修による利便性

の向上 

l 離島航路の再編維持 

利便性のある航路の確保 

l 旅客航路の拡充支援 

地域住民や観光客の動向に合わせた旅客航路の

拡充支援 

幹線道路網の整備 

l 高速道路関連の整備 

西瀬戸自動車道・今治小松自動車道の整備 

l 主要幹線道路の整備 

国道・県道・主要な幹線道路（市道）の整備 

l 街路の整備 

都市計画街路の整備 

港湾整備 
l にぎわいのある港湾整備 

魅力的なハーバータウンの形成 

 

（２）高度情報通信ネットワークの形成 

最先端レベルの情報通信基盤の整備により、生活支援情報サービス及び行政サービス

を充実させ、地理的・時間的制約の解消を図るとともに、産業活動を支援する情報シス
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テムの構築を推進します。 

また、情報通信技術に係わる人材の育成・確保や各種ソフト事業の実施など、高度情

報都市の実現をめざす施策に取り組むとともに、国内外との情報の受発信によるグロー

バルな（国際的な）交流活動を推進します。 

同時に、個人情報の保護や犯罪の防止に取り組みます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

高度情報通信ネットワークの形成 

l 高度情報通信基盤の整備 

地域イントラネット基盤整備（注） 

CATVの拡充整備 
（注）地域イントラネット：市町村など一定の地域内の行政、教育、福祉、防災などの情報化を図るため公共施設間 

を光ファイバー網で結んだ高速の情報ネットワーク網（情報伝達手段） 

 

（３）交流の受け皿整備 

環瀬戸内の陸と海との交通拠点としての利点を最大限に活かし、人々の活発な交流を

促進するため、中核的な交流拠点の整備を推進します。また、新市には海・山・渓谷の

自然に加え、瀬戸内しまなみ海道、道の駅、温泉・温浴施設、美術館、特色ある公園な

どの交流資源も多いことから、それらをネットワーク化していくとともに、各地の資源

を活かした特色ある交流の受け皿づくりを展開します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

交流拠点の施設整備 

l 地域独自の交流拠点施設整備 

今治西部丘陵公園 

玉川湖畔の里周辺開発、鉱泉再開発 

多々羅しまなみ公園整備 

l 交流資源のネットワーク化 

各地に点在する交流資源のネットワーク化 

 

（４）交流活動の推進 

瀬戸内しまなみ海道、瀬戸内海航路、水軍遺跡、四国遍路など、本地域の特色ある観

光資源を活かした多様な交流活動を推進するとともに、各地のスポーツ施設や宿泊研修

施設における自然や文化とのふれあい体験、瀬戸内海を横断する自転車・歩行者道など、

この地域独自の資源を活かした交流を活発化させます。 

また、交流活動の根底となる、来訪者を温かく迎え入れ、積極的に交流を進める、「ホ

スピタリティ（もてなしの心）」の一層の醸成に努めます。 

さらに、国籍や文化の違いを乗り越えて、お互いを理解し、認め合うことが求められ

ていることから、市民一人ひとりが国際感覚を身につけられるよう、幅広い国際交流を

めざします。 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

もてなしの心の醸成 
l 観光ボランティアの育成 

地域資源を生かした観光ボランティアの育成 

観光資源の活用と交流活動の推進 

l 観光資源の活用と交流活動の推進 

瀬戸内しまなみ海道の自転車歩行者道、水軍遺跡・

伝説などの地域独自の資源を活かした交流活動の

促進 

国際交流の推進 

l 国際交流の推進 

  海外研修・視察の推進 

  交流機会の拡大と受け入れ体制の整備 
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２．自然と暮らしが調和した快適環境都市づくり 
 

地球的な環境課題に目を向け、大きな視野に立ったまちを創ろう 

 

（１）水資源の確保 

水源の開発、水利調整及び健全な水循環機能を維持・増進するため、「緑のダム」とも

いわれる水源林を保全・整備し、水源かん養機能の向上を図るなど、水資源の安定確保

に向けた取組みの推進と、水資源の安定供給を図ります。 

また、限りある水資源を有効に活用していくため、生活や事業活動の中での循環利用

や雨水利用などの節水対策を推進します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

水資源の安定的確保 

l 上水道施設の整備 

クリプトスポリジウム（注）対策施設整備 

浄水場など上水道・簡易水道施設の整備 

l 水資源の開発 

水源の確保（水道水源の増補など） 

利水計画の見直し 

節水対策の推進 

水源林の保全整備 
l 水源の森林の保全整備 

森林の水源かん養機能の向上 

（注）クリプトスポリジウム：胞子虫類のコクシジウム目に属する寄生性原虫で、胃に寄生する大型種と腸管に寄生 
する小型種があり、感染した場合、腹痛を伴う水溶性の下痢と嘔吐・発熱の症状が出る 

 

（２）循環型社会形成 

地球環境を守るため、住民の環境に対する意識を高め、限りある資源を大切にする「循

環型社会」の形成を図ります。 

環境にやさしい生活・ライフスタイル、事業活動を普及・定着させていくためには、

環境を守るのは一人ひとりであるという意識を高めることが必要であり、環境教育・環

境学習を拡充するとともに、行政における環境に配慮した製品の積極的利用（グリーン

購入・グリーン調達など）を推進します。 

周辺環境に影響のない信頼性・安全性の高い廃棄物処理施設、最終処分場の計画的な

更新や、廃棄物減量・分別収集・リサイクルシステムの構築に向けての意識啓発を進め

ていくことにより、排出量の抑制と適正処理を推進します。 

また、瀬戸内海の環境を向上させていくため、下水・生活雑排水対策については、公

共下水道、農漁業集落排水、特定環境保全公共下水道、合併処理浄化槽の設置など、そ

の地域特性に応じた整備手法により、早期の普及促進に努めます。 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

下水道の整備 

l 下水道施設などの整備 

下水道事業（公共下水道・農漁業集落排水など） 

合併処理浄化槽の普及促進 

省資源・リサイクル活動の充実 

l リサイクル施設の整備 

リサイクルプラザの整備 

下水汚泥処理施設の整備 

l ごみ減量・リサイクル活動の促進 

市民団体・各種グループによる資源回収事業の促進 

環境衛生の充実 

l 焼却施設の整備 

ごみ焼却処理施設の整備 

  ごみ中継ステーションの整備 

l 廃棄物最終処分場の確保 

一般廃棄物最終処分場の確保 

l し尿処理施設の整備 

し尿処理施設の整備 

l 墓地・火葬場施設の整備 

火葬場施設整備 

墓園整備 

 

（３）自然環境との調和 

瀬戸内海国立公園や県立自然公園など、本地域特有の海山川の優れた自然環境・自然

景観が失われないよう、良好な環境の維持に努めるとともに、自然に親しむ機会を提供

していくため、ビオトープ（注）など水辺空間や緑地空間を整備していきます。 

さらに、市街地緑化に努め、住民参加による花づくり運動などにより、潤いのある都

市空間の形成を図ります。 

公共事業においては、自然環境や景観への影響をできる限り少なくするとともに、動

植物の生息環境に配慮し、間伐材などの自然材・リサイクル材の利用促進に努めます。 

 
（注）ビオトープ：特定の生物群集が存在できるような環境条件を備えた地域  

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

自然に親しむ空間の整備 

l 公園・広場などの整備 

公園緑地の整備 

l 花づくり緑化運動の推進 

住民参加による花づくり緑化運動の推進 

環境教育の推進と場づくり 

l 環境保全活動の推進 

住民が主体となった環境保全活動の推進 

  微生物を活用した水質浄化システムの促進  

l 環境教育の推進 

環境ボランティアなどを活用した学校・地域に

おける環境教育の推進 

自然体験施設の整備 
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（４）災害に強いまちづくり 

住民の日ごろからの防災意識を高めるとともに、災害の未然防止や被害を最小限に止

めるため、海岸・河川・土砂災害危険箇所における防災対策を進め、都市基盤施設、生

活基盤施設などの防災機能・災害対応力の強化を図ります。 

また、自主防災組織の整備や防災情報システムを再構築し、災害に強いまちづくりを

推進します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

防災対策機能の強化 

l 地震防災対策 

公共施設・学校などの耐震診断及び補強工事 

l 高潮・津波対策 

高潮対策事業（防波堤・離岸堤など） 

海岸整備事業 

l 治水対策 

治水対策事業（樋門・ポンプ施設など） 

l 土砂災害対策  

土砂災害対策事業  

l 防災組織・施設の整備 

防災センターの整備 

消防施設の整備・更新 

（緊急通信指令システム・消防艇など） 

防災行政無線の整備・更新 

自主防災組織と関係機関の連携強化 

 

（５）市街地の整備 

ユニバーサルデザイン（注）のまちづくりと、交通の利便性・安全性の確保を基本に、

都市の「顔」としての港やまちなかへの憩い・にぎわいの空間の設置により、人々が中

心市街地に出かけ、人々とのつながりの輪を広げることができる場を提供するとともに、

景観に配慮した特色ある街路や、自転車・徒歩で利用しやすい街路の整備を進めます。 

また、緑化協定・建築協定や地区計画制度などを取り入れることによって、快適で良

好な住環境づくりを促進します。 

周辺市街地は地域の生活の場、コミュニティを醸成する核として、地域の人々に親し

まれる安全で快適な空間の整備を推進します。 

（注）ユニバーサルデザイン：バリアフリーの概念を受け継ぎ、より広い意味で誰にでも使いやすい造りのこと 
              「バリアフリー」は社会生活における様々な障害（バリア）を取り除き（フリー）、高

齢者や障害者にも使いやすい環境づくりという意味 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

生活道路の整備 

l 県・市道・生活道路の改良 

生活に密着した市街地・集落内道路の改良整備 

l 県・市道・生活道路の維持修繕 

県・市道・生活道路の修繕・舗装維持補修 

l 安全な道路環境の整備 

自転車・歩行者道の整備 

交通安全施設の整備 

市街地の整備 

l 市街地再開発事業の促進 

市街地再開発事業 

密集住宅市街地整備事業  

官庁街区の整備 

庁舎整備事業 

l ユニバーサルデザインのまちづくり 

バリアフリー道路整備 

ターミナル整備改修など 

l 都市景観の整備 

植栽や地区計画制度の活用による都市景観の整備 

 

（６）宅地・住宅供給 

住民がいつまでも快適な生活を営めるよう、多種多様な生活様式に合わせた住宅地の

確保と若者の定住化を促す宅地の提供に努めます。また、公営住宅においては、計画的

な改修及び建設を進めます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

快適で良好な住宅環境の提供 

l 公営住宅の建設・管理 

公営住宅の建設及び計画的改修 

l 宅地の造成 

定住化を促す宅地の造成・提供 

 

（７）新エネルギーの導入 

限りある資源の有効活用や環境に調和したまちづくりに資するとともに、環境に配慮

した都市イメージを構築するため、クリーンエネルギー車の導入や、太陽光や廃棄物を

利用したエネルギー利用など、地球にやさしい新エネルギーの導入を検討します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

新エネルギーの導入 

l 新エネルギーの導入 

太陽光発電（ソーラーシステム）の導入推進 

  天然ガス車の導入推進 
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３．あたたかな心で支え合う健康・福祉都市づくり  
 

市民が安心して健康に暮らせるまちを創ろう 

 

（１）医療体制の拡充 

かかりつけ医の普及や広域的な協力・支援体制づくりを検討し、健康増進や疾病予防

から治療、リハビリテーションに至る包括的な医療体制の確立などに努め、地域医療体

制の充実を図ります。 

また、高度情報通信技術を活用した医療情報システムの整備を進め、救急医療体制の

整備を図るとともに、保健センターを専門的・技術的拠点として充実させ、保健所や医

療機関との連携により、きめ細かな保健活動を展開するなど、生涯を通じた住民の健康

づくりに努めます。 

さらに、大規模災害による医療機能の低下などに対応するため、関係医療機関の協力

のもと、災害時における医療救護体制の整備に努めます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

救急医療体制の整備 

l 救急医療・救護体制の整備 

高度救急医療施設の整備検討  

  離島及び県域を越えた緊急医療体制の充実 

保健医療施設の充実 

l 保健センターの充実 

保健センター施設の整備 

l 医療ネットワークの構築 

高速情報回線を活用した医療システムの検討 

保健所・医療機関との連携強化 

 

（２）生涯健康づくり 

「自分の健康は自分で守っていく」ことを基本に、住民が主体的に健康管理を実践す

ることができるよう、保健所、関係機関及び団体との連携を強化し、各種健康検診や健

康相談、健康教育の充実を図ります。 

主 要 事 業 事 業 概 要 

健康診査・健康教育・健康相談 

の充実 

l 正しい生活習慣の定着・確立のため、各関係機関と連
携を取り支援対策を充実 

l 生活習慣病の予防と早期発見のための健康診査・健康
教育の充実 

l 各種健康診査等において、必要な者に対して個別の健
康教育、相談サービスの充実 

健康づくりを支える環境整備 
l 健康づくりボランティア意識の定着や組織の活性化 

l 健康づくりボランティアの養成 
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（３）地域福祉の充実 

年齢、性別、家庭環境や障害の有無を越えて、すべての人々が地域社会の一員として

尊重され、また、自ら選んだ生き方により、その能力が十分に発揮できるなど、生きが

いと誇りとを持って社会に参加することができる環境づくりを進めるため、住民が相互

に支えあう福祉ネットワークづくりや、福祉ボランティアの育成支援など、思いやりの

ある地域福祉体制を推進します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

福祉ボランティアの育成支援 

l 福祉ボランティアの育成支援 

ボランティアセンターの活用 

  福祉ボランティアの組織化支援 

 

（４）子育て支援 

児童館や児童公園の整備など児童の育成環境を整え、家族形態の変化や働き方の多様

化に合わせた保育サービスを充実するとともに、保健所などの身近な相談窓口や地域の

高齢者、ＮＰＯ（民間非営利団体）による子育て支援サービスなどの拡充により、子育

てに対する不安を和らげ、健やかな子どもを生み育てていける体制を整備します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

子育て支援体制の整備 

l 保育所・児童館の整備 

保育所の整備・改修 

児童センター・児童館の整備 

l 子育て支援サービスの充実 

身近な相談窓口における子育て支援サービス 

ボランティア組織・N P O 活動などによる子育て

支援サービスの充実 

 

（５）高齢者・障害者等の社会参加促進 

高齢者が生きがいを持ち、積極的な社会参加を促進するため、生涯学習・文化活動・

地域の伝統行事など、多くの人々と心の交流ができる場を提供するとともに、経験ある

知識・技能をさまざまな場で発揮していけるよう、その条件を整備していきます。 

また、障害を持つ人々についても積極的に地域社会とのふれあいが図られるよう、就

労支援や公共施設のバリアフリー化促進、支援施設の整備など、環境整備を図ります。 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

高齢者の社会参加促進 

l 地域とのふれあい促進 

地域における学習・レクリエーション活動への 

参加促進 

公共施設のバリアフリー化推進 

l 就業機会の拡充 

シルバー人材センターを活用した就業機会の拡充 

高齢者や障害者が安心できる社会づ

くり 

l 介護・入居・支援施設の整備 

介護老人福祉施設・障害者支援センター・授産

施設などの整備 
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４．活力あふれる産業元気都市づくり  
 

産業の振興に努め、人口が定着するまちを創ろう 

 

（１）高次都市機能の強化 

試験研究機能やインキュベーション（起業支援）機能、あるいは最先端の情報通信基

盤などの高次都市機能を強化し、企業にとって魅力的な環境を提供することにより、デ

ザイン、設計、ソフトウェア・情報関連、環境関連など都市型新産業の誕生を促し、そ

の成長と活性化を図ります。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

企業誘致と都市型新産業の創出支援 

l 高次都市機能の整備 

新都市整備事業の推進 

l 企業誘致と都市型新産業の創出 

企業用地の提供と起業家支援 

 

 

（２）農林水産業の振興 

農業については、都市近郊、島しょ部、中山間地とさまざまな営農条件を有し、基幹

作物や経営規模にも違いがあることから、関係機関・団体と連携し、地域農業の支援体

制づくりの推進や地域性に合わせた施策展開のほか、「地産地消」の推進とともに、「地

域ブランド」の開発とアピールを行っていきます。 

林業では、木材をはじめとする林産物の生産のほか、土砂災害等の防止、水源かん養、

生物多様性の保全、大気の保全（二酸化炭素吸収）、保健休養の場の提供など、森林の公

益的機能に一層目が向けられつつあるところから、環境・生態保全林、水源林として機

能増進を図ります。 

また、水産業においては、漁港や漁村における生活環境などの整備のほか、水産資源

管理を進めるとともに、関係団体と地域とが一体となって「地域ブランド」の強化をめ

ざした取組みを推進します。 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

生産基盤の整備と振興支援 

l 農林道の整備 

農道整備 

林道整備 

l 農林業基盤の整備 

ため池改修整備 

農業用用排水施設の整備  

ほ場整備 

農産物加工センター整備 

森林の保全整備 

l 水産業基盤の整備 

漁港・漁場の整備（増殖場・築いそなど） 

水産物産地市場の統合・整備 

地域水産物供給基盤の整備 

l 地産地消の推進 

地域生産物供給基盤の整備・物産交流館の整備 

産業・農業まつりの充実 

 

 

（３）商工業・運輸業の振興 

技術高度化・人材確保への支援、研究開発機能の強化や産・学・官の連携・協力によ

る共同開発・共同研究の推進などのほか、中小企業の技術の高度化、経営体質の強化、

人材育成などを支援していきます。さらに、瀬戸内の陸・海の交通拠点としての立地を

活かし、流通・製造など雇用吸収力のある企業立地の誘致に努めます。 

タオル・アパレル（衣服・繊維）・造船・石材業・製瓦業をはじめとした地場産業につ

いては、まちづくり活動と連動した取組みを促し、販路開拓や新商品開発、後継者等の

育成を支援します。さらに伝統産業について保護育成を図ります。また、海運業につい

ては地域の特色ある産業として、経営基盤の強化を推進します。 

商業・流通業については、市街地・商店街の整備や魅力あるサービス機能の導入、イ

ベント活動をはじめとした活性化を支援していきます。 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

商業の振興 

l 商店街の活性化 

商店街活動の支援 

中心部居住促進による活性化 

工業の振興 

l 地場産業の振興 

販路の開拓、人材の育成などによる地場産業の振興 

l 企業立地の推進 

企業立地の推進による工業の活性化 

運輸・流通業の振興 

l 港湾の整備 

岸壁・物揚場・泊地などの整備 

l 流通業の振興 

ターミナル機能の拡充整備 

産・学・官の連携強化 

l 産・学・官の連携強化 

愛媛県繊維産業試験場の充実 

企業との連携強化による新製品・新商品開発、

販路開拓の支援 

  ファッションタウン推進事業への支援 

 

（４）エネルギー産業の振興 

エネルギー基地の円滑な立地など、エネルギー産業の育成を図ります。 

また、太陽光、廃棄物発電、バイオマス（注）利用など、新エネルギーの利用について

も検討し、環境にやさしいエネルギー産業の振興に努めます。 

（注）バイオマス：木材、水産物など生物有機体を原料として発生させるエネルギー。 

主 要 事 業 事 業 概 要 

エネルギー産業の振興 

l エネルギー基地の整備振興 

ＬＰＧ基地の立地促進 

バイオマスの研究と活用 

 

（５）観光の振興 

「しまなみ」ブランドを活かした観光を振興するため、観光施設の整備・グレードア

ップ、観光推進組織の強化、近隣地域と連携した観光客誘致を図ります。 

また、グリーン・ツーリズム、産業観光、自然・文化体験観光などの「体験型観光」

を推進します。  

主 要 事 業 事 業 概 要 

観光産業施策の強化 

l 観光施設の整備とルートの形成 

観光施設のグレードアップ 

周遊道路・観光施設などの整備 

観光関係団体の組織体制強化 

l 体験型観光の推進 

海浜ふれあい館などの整備 

地場産業を活用した産業観光の推進 
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（６）産業を担う人材の育成 

今治コンピュータカレッジや波方海上技術短期大学校、その他関係機関と連携し、変

化の激しい時代に対応した職業教育・訓練のためのプログラムの充実を支援し、高度の

専門性を有した人材の育成を図ります。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

人材の育成 

l 担い手の育成支援 

農林漁業後継者の育成支援 

l 人材育成機関の支援 

職業教育・訓練のためのプログラム充実の支援 

企業間連携の促進 
l 企業・組合など相互連携の促進 

異業種間交流の推進 
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５．地域が連携する教育・文化・スポーツ都市づくり  
 

地域の歴史、文化、伝統を大切にするまちを創ろう 

 

（１）未来を担う子どもたちの育成 

地域の未来を担う子どもたちを健やかに育てるため、家庭と地域と学校・教育委員会

との関係をより一層強化し、「地域の教育力」を高めます。 

また、新市は山・里・街・漁村など多様な学習環境にあるところから、校外体験学習

やスポーツ・文化を通じた学校間交流などを積極的に展開し、子どもたちの「たくまし

く生きる力」を養うとともに、ふるさとに愛着を持ち、生き物を慈しむ心豊かな子ども

たちを育てます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

子どもが健やかに育つ体制整備 

l 小中学校等施設の整備 

幼稚園・学校施設・給食センターなどの改修・整備 

l 青少年研修施設の整備 

体験学習広場の整備 

少年自然の家改修 

l 地域や自然とのふれあい促進 

自然体験学習施設の整備 

愛護班活動など「地域の教育力」の向上 

家庭教育の充実 

 

（２）高等教育機関の整備 

若年層の教育のみならず、地域課題・社会問題の共同研究、社会体験学習、社会人の

キャリアアップ（職業技能向上）、教官・学生による事業立ち上げなど、高等教育機関と

地域社会とのつながりは新たな展開が期待されており、短期大学の四年制化や大学の誘

致など、高等教育機関の充実により、地域の学術・研究・教育機能を強化します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

高等教育機関の機能強化と誘致 

l 高等教育機関の施設誘致 

高等教育機関の誘致促進 

 

（３）生涯学習の振興 

公共施設の開放促進や、図書館の利用促進、指導員の配置、学習グループ活動の支援

とともに、高度情報通信網の活用など広域的な生涯学習ネットワークシステムを充実さ

せ、住んでいる地域・年齢・性別・職業や世代間の違いなどを越えて、仲間づくりがで
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き、関心のある分野を自由に選んで系統的に学習を進められる環境を整備します。 

また、学習成果の発表・表現の機会を拡充していくほか、培われた学習成果を活かし

ていけるような環境づくりに努めます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

生涯学習推進体制の整備 

l 生涯学習支援ネットワークの構築 

情報通信システムの活用 

指導者人材バンクの活用 

生涯学習関連施設の充実 

l 資料館・図書館施設などの整備 

 生涯学習施設の整備 

歴史民俗・郷土資料館の整備 

 

（４）地域文化の振興 

歴史に根ざした各種伝統行事・伝統芸能、文化財、遺跡などの地域の文化資源を、そ

れぞれの地域の個性として、保存・伝承していくとともに、保存団体や後継者の養成・

確保、さらに青少年の積極的参加を支援し、広く内外に披露する機会を設けることによ

り、地域文化活動の活性化を図ります。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

伝統的文化の保存伝承 
         

l 文化財の保存活用 

文化財の保全 

郷土の文化ガイドの作成 

l 地域芸能の保存伝承 

地域芸能や行事の保存伝承 

祭りの保存と活性化 

海洋文化遺跡の保全 

l 水軍遺跡などの発掘と保存 

各地域に点在している水軍遺跡の発掘と保存 

海洋文化イベントの推進 

 

 

（５）新しい市民文化の創造 

既存の社会教育施設の利活用促進や、拠点的施設を整備することにより、市民の自発

的活動の場を提供するとともに、芸術文化公演など新しい文化にふれる機会と場所を提

供していきます。 

また、市民の一体感を促進させるため、市民参加型のイベントや祭りを充実していき

ます。 
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主 要 事 業 事 業 概 要 

市民参加型のイベントや祭りの充実 

l 新市イベントの創出 

市民参加型新市イベントの創出 

地域イベントや祭りの充実 

高度な芸術文化に触れる機会の充実 

l 文化交流拠点の整備 

芸術文化交流の拠点となる文化ホールの整備 

美術館の整備 

l 文化団体などの育成 

芸術文化活動の支援 

 

（６）スポーツ・レクリエーションの振興 

愛媛県で予定されている平成 29 年（2 0 1 7 年）の国体開催をふまえ、総合的な中核ス

ポーツ施設の整備を検討し、各種目の全国大会の開催やプロスポーツの観戦機会の拡充

を図ります。 

また、総合型地域スポーツクラブの育成と組織化を支援し、指導者の確保とレベルア

ップを推進するとともに、地域の特色あるスポーツ・レクリエーション施設や宿泊施設

を活用したスポーツ合宿等の誘致を図ります。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

スポーツ・レクリエーション活動の

推進 

l スポーツ・レクリエーション施設の整備 

運動公園の整備 

スポーツ・レクリエーション施設の拡充整備 

l 海洋レクリエーションの振興 

マリンスポーツの推進 

l 各種スポーツの普及促進 

全国大会の開催 

プロスポーツ観戦機会の拡充 

スポーツ合宿などの誘致 

スポーツ促進人材組織の育成 

l 指導員の確保と研修の充実 

各種目のスポーツ指導員の確保 

相互交流によるレベルアップの促進 

l スポーツクラブの育成 

総合型地域スポーツクラブの組織化支援と育成 
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ⅲ 市民との新たなパートナーシップ形成 

～～  次次世世代代にに誇誇れれるるままちちのの実実現現にに向向けけてて  ～～  

新市の将来像を実現していくためには、行政と連携した市民のまちづくりへの積極的

な参加が不可欠です。そのため以下の施策を推進し、新市の市民との新たなパートナー

シップ（協力関係）を形成しながら、市民とともに本計画を推進していきます。 

 

（１）市民参加の促進 

住民に最も身近な集落単位のコミュニティを維持・発展させていくための支援を行い、

ふるさと意識の醸成に努めるとともに、市民活動を支援するため、市民活動サポートセ

ンターを整備し、地域リーダーの育成をはじめ、市民活動機能の充実を図ります。 

また、地域の公共施設を市民活動の場として積極的に開放し、管理運営においても市

民の参画を促します。 

さらに、一人ひとりが地域社会の中で自ら輝き、共に心豊かに生活できるよう、人権

尊重のまちづくりを推進します。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

地域コミュニティの維持と支援 

l 地域コミュニティの維持と支援 

公民館・集会所・コミュニティセンターなどの整備 

地域コミュニティ活動の活性化 

市民活動支援機能の充実 
l 市民活動支援機能の充実 

市民活動サポートセンターの整備 

人権尊重のまちづくり 

l 人権尊重のまちづくり 

人権教育の推進 

隣保館施設の整備 

 

（２）各種団体との協働 

地域づくりを進めていくに当たっては、行政と、市民グループ、事業所、N P O（民間

非営利団体）等とのパートナーシップ（協力関係）のもと、各種団体との連携を深めて

いくとともに、NPO、ボランティア団体などの自発的自主的活動を支援していきます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

各種団体との協働 

l NPO・ボランティア団体などとの協働（注） 

NPO（民間非営利団体）・ボランティア組織の 

育成支援 

 

（注）協働：互いの理解と信頼関係にたち、一つの目的に向かっていくこと 
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（３）男女共同参画社会づくり 

固定的な性別役割分担意識の解消と、働く女性の就業環境や労働条件を整備するとと

もに、育児や介護への男性の参画を促進することによって、男女がともに地域づくりに

積極的に取り組むことのできる環境の整備を図ります。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

男女共同参画社会の形成 

l 男女共同参画社会の形成 

男女共同参画センター・働く婦人の家の整備 

各種女性団体の育成支援 

 

（４）地域情報システムの構築と活用 

高度情報通信基盤を活用した地域情報システムを構築し、行政サービスの高度化・効

率化を図ります。 

また、行政からの情報を受け取るのみならず、情報ネットワークを活用して市民の「情

報発信力」を高め、行政と地域と市民との一体感の形成に努めます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

行政情報ネットワークの構築 
l 行政サービスの効率化 

電子自治体の構築 

 

（５）地域と行政とを繋ぐシステムの確立 

合併により自治体の規模は大きくなりますが、一方では市民による「地域自治」がま

すます重要になります。それぞれの地域と地域、地域と行政とがしっかりと連携し、行

政成果を検証することにより、全体的な発展が可能となります。 

そのため、広報広聴の充実や透明性・効率性の高い行政組織の確立を図るだけでなく、

地域組織のあり方も検討し、各地域住民の意見・要望が市政にきめ細かく反映され、ま

た市政の方針がすみずみに行き渡るようなシステムの確立に努めます。 

 

主 要 事 業 事 業 概 要 

地域審議会の設置 
l 地域審議会の設置 

地域審議会の活用 
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Ⅵ 新市における愛媛県事業の推進 
 

  新市においては、住民福祉の向上と速やかな一体性を確立するため、愛媛県と連携を

取りつつ、新市域内の交流を活発化させるとともに、その地域特性や立地環境、歴史文

化を背景とした生活・生産・交流などの機能強化に取り組んでいくことが必要です。 

また、新市は、愛媛県の支援と協力により、新市域内の幹線道路網の整備や公共交通

機関の整備拡充など、都市基盤・生活基盤の整備に努め、新市の均衡ある発展を図ると

ともに、瀬戸内圏域における中核的な都市をめざした、魅力あるまちづくりを積極的に

推進します。 

 

主 要 施 策 主 要 事 業 事 業 概 要 

魅力に満ちた 

にぎわい交流都市 
●幹線道路網の整備 

・道路改築事業（国道及び県道） 

・生活道路改良整備事業（県道） 

自然と暮らしが 

調和した 

快適環境都市 

●水源林の保全整備 

●防災対策機能の強化 

●市街地の整備 

 
・水源の森林づくり推進モデル事業 

・生活環境保全林整備事業 

・保安林改良事業 

・海岸高潮対策事業 

・海岸保全施設整備事業 

・広域基幹河川改修事業 

・統合二級河川整備事業 

・県単都市河川整備事業 

・砂防施設事業 

・通常砂防事業 

・急傾斜地崩壊対策事業 

・電線共同溝整備事業 

・交通安全施設等整備事業 

・緊急地方道路整備事業（交通安全） 

活力あふれる 

産業元気都市 

●高次都市機能の強化 

●農林水産業の振興 

●運輸・流通業の振興 

・新都市における県の中核施設の整備 

・農道整備事業、林道整備事業、かん

がい排水事業 

・畑地帯総合整備事業、農地防災事業 

・中山間地域総合整備事業 

・農村振興総合整備事業 

・広域漁場整備事業 

・港湾改修事業 

・港湾局部改良事業 

・海岸環境整備事業 
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Ⅶ 公共施設の適正配置と整備 
 

公共施設については、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう十分配慮するとともに、

地域のバランス、さらには財政事情なども考慮しながら、検討・整備していくことを基

本とします。 

新市域において重複する公共施設については、効率的かつ一体性のある地域運営の観

点から、住民サービスの低下を招かないよう、統合整備を図る方向で検討します。 

また、合併に伴い支所となる各町村役場庁舎などについては、住民の多様な行政ニー

ズに応えるとともに、窓口サービスの向上のため、行政情報処理システムの統合・高度

化を図り、行政情報通信ネットワークなどの必要な機能を整備します。 
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Ⅷ 財政計画 
 

財政計画は、建設計画策定上の平成 17 年度～平成 26 年度までの 10 年間における新市の

財政運営の指針となるものです。 

財政計画作成にあたっては、普通会計ベースにおける堅実健全な財政運営を基本として、

現時点で考えられる状況のなかで、合併によって期待される経費の節減効果や住民サービ

スの向上などの必要経費を反映させるとともに、合併特例債・交付税などの国の財政的支

援措置についても勘案しています。 

なお、現在、国において地方交付税制度の見直しや、地方への税源移譲など、地方財政

制度の改革が論議されていますが、本計画では現行の行財政制度を基本として策定してい

ます。 

 

歳入・歳出項目の主な内容は次のとおりです。 

 

 

●歳入 

 

・地方税 

  昨今の経済情勢から現状維持は困難と推察し、毎年 1.0％の減として見込んでいます。 

 

・地方交付税 

普通交付税の算定の特例（合併算定替）、合併後の臨時的経費に係る財政措置（合併補 

正）、合併特例債事業における普通交付税算入措置分、及び特別交付税による措置を見込

んでいます。 

 

・国庫支出金、県支出金 

  国県支出金については、過去の実績と、扶助費など歳出との連動を考慮して推計して 

います。また、合併に係る財政支援措置（合併市町村補助金）を見込んでいます。 

 

・地方債 

  地方債については、新市建設計画に伴う合併特例債、及び通常債の発行を見込んでい 

ます。 

 

 

 

 



 37 

●歳出 

 

・人件費 

  合併後の退職者補充を１/２として一般職員に係る経費の削減額を推計するとともに、 

特別職、議会議員の減員による経費の減少を見込んでいます。 

 

・物件費 

  合併により、従来の分散経費の統合に伴う経費節減を見込み、毎年 1.1％の減として推  

計しています。 

 

・扶助費 

  高齢者人口の増加及び住民サービスの向上による影響額や合併関係市町村の生活保護

費、児童手当などの増加などを見込み、合併初年度について 5 . 5％の増、その後毎年 1.9％

程度の増として推計しています。 

 

・補助費等 

  補助費等については、各種補助金の統合推進などの調整方針に基づき、今後の事業計 

画を勘案し、毎年 0.7%の減として見込んでいます。 

 

・公債費 

  合併関係市町村の借入れに対する償還額を算定し、合併後については合併特例債や新

たな地方債発行に係る償還額を見込み、合算して計上しています。 

 

・積立金 

  積立金については「財政調整基金」、「減債基金」、「その他特定目的基金」への積立、

及び合併特例債による「合併市町村振興基金」造成のための経費を見込んでいます。 

 

・繰出金 

  国民健康保険事業、老人保健事業、介護保険事業、下水道事業などの各種事業会計へ

の繰出金を毎年 2.3％の減として見込んでいます。 

 

・普通建設事業費 

  普通建設事業費については、新市建設計画に位置付ける事業、及びその他の普通建設

事業を見込んでいます。 
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歳入 単位；百万円

区  分 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 10 年間計 

地方税 17,055 16,885 16,716 16,549 16,383 16,220 16,058 15,897 15,738 15,580 163,081

地方譲与税 662 662 662 662 662 662 662 662 662 662 6,620

利子割交付金 198 198 198 198 198 198 198 198 198 198 1,980

地方消費税交付金 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 1,436 14,360

ゴルフ場利用税交付金 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45  450

自動車取得税交付金 294 294 294 294 294 294 294 294 294 294 2,940

地方特例交付金 659 659 659 659 659 659 659 659 659 659 6,590

地方交付税 26,136 25,660 25,730 25,430 25,275 24,702 24,728 24,753 24,777 24,775 251,966

交通安全対策特別交付金 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35  350

分担金及び負担金 737 737 737 737 737 737 737 737 737 737 7,370

使用料及び手数料 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 2,485 24,850

国庫支出金 8,574 8,231 7,959 7,691 7,488 7,313 7,386 7,442 7,500 7,593 77,177

県支出金 6,520 6,082 5,649 5,297 5,009 4,753 4,767 4,764 4,762 4,790 52,393

財産収入 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 3,630

寄附金 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77  770

繰入金 4,052 3,494 4,090 3,214 2,971 3,059 3,284 2,617 2,139 2,137 31,057

諸収入 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 3,272 32,720

地方債 13,637 9,059 8,245 7,652 7,134 6,682 6,682 6,682 6,682 6,682 79,137

歳入合計 86,237 79,674 78,652 76,096 74,523 72,992 73,168 72,418 71,861 71,820 757,441

            

            

歳出 単位；百万円

区  分 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度 25 年度 26 年度 10 年間計 

人件費 13,217 13,349 13,964 13,386 13,423 13,231 13,245 12,717 12,205 12,605 131,342

物件費 9,519 9,414 9,311 9,209 9,107 9,007 8,908 8,810 8,713 8,617 90,615

維持補修費 928 928 928 928 928 928 928 928 928 928 9,280

扶助費 8,756 8,917 9,082 9,251 9,424 9,601 9,781 9,966 10,155 10,349 95,282

補助費等 4,990 4,956 4,922 4,889 4,855 4,822 4,789 4,757 4,724 4,692 48,396

災害復旧事業費 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 1,240

繰出金 8,170 7,982 7,799 7,619 7,444 7,273 7,106 6,942 6,783 6,626 73,744

公債費 10,665 10,538 11,357 11,356 11,483 11,666 11,947 11,834 11,620 11,158 113,624

積立金 6,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 2,800 3,069 3,181 32,650

投資及び出資金・貸付金 143 143 143 143 143 143 143 143 143 143 1,430

普通建設事業費 22,925 20,523 18,222 16,391 14,792 13,397 13,397 13,397 13,397 13,397 159,838

歳出合計 86,237 79,674 78,652 76,096 74,523 72,992 73,168 72,418 71,861 71,820 757,441

 


